
第157期定時株主総会招集ご通知に際しての
法令および定款に基づく書面交付請求株主への
交付書面に含まれない事項

●事業報告の以下の事項
・�会計監査人の名称
・�当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
・�会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
・�取締役の職務の執行が法令および定款に適合すること
を確保するための体制その他業務の適正を確保する
ための体制
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
・剰余金の配当等の決定に関する方針
・株式会社の支配に関する基本方針
●連結計算書類の以下の事項
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表
●計算書類の以下の事項
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
●監査報告
・連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
・会計監査人の監査報告書
・監査等委員会の監査報告書

第157期

株式会社松屋

（　　　　　　　）2025年3月 1 日から
2026年2月28日まで

本内容は、法令および当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への
記載を省略しております。
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会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
区　　　分 支　払　額

①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 33百万円（注）
②当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき
金銭その他の財産上の利益の合計額 33百万円

（注）1．�当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の
額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ実質的
にも区分できないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

2．�監査等委員会は、当事業年度の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状
況および報酬見積りの算出根拠等について、その適切性・妥当性を検討したうえで、
会計監査人の報酬等の額につき相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を
行っております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が職務を適切にすることが困難と認められる
場合のほか、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再
任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該議案を株主総会に提出いた
します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当する

と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監
査人を解任いたします。

会社の体制および方針
（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制その他業務の適正を確保するための体制
当社は、「業務の適正を確保する体制の整備」のために必要な「内部統制

システムの構築に関する基本方針」を、以下のとおり決議しております。

①取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
するための体制
・コンプライアンス体制の確立を図るべく、企業行動基準を制定し、また、
役職員が法令定款および社内規律を遵守するための企業行動指針を定める。

・また、その徹底を図るため、全社のコンプライアンス活動を組織横断的
に統括するコンプライアンス委員会を設ける（なお、特定の専門分野に
ついては下部組織を設置し、審議を委任することができる。）。コンプラ
イアンス委員会は、コンプライアンスに関する重要事項に付き審議し、
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取締役会・監査等委員会に報告する。
・グループ監査室は、コンプライアンス委員会と連携して、コンプライア
ンスの確立・推進を図り、また、その状況を監査・調査し、その結果を
定期的にコンプライアンス委員会に報告する。

・代表取締役は常にコンプライアンスの精神を役職員に伝える。また、コ
ンプライアンスに関する教育研修を役職に応じて定期的に実施すること
により、これを徹底する。

・財務報告の適正性確保のための体制については、会計基準その他関連す
る諸法令を遵守し、財務報告の適法性および適正性を確保するための社
内体制を構築する。

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては
毅然とした態度で臨み、関係を持たず、反社会的勢力による被害の防止
に努める。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・文書等管理規程を策定して、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は
電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、保存・管理する。

・文書等は、少なくとも法令に定める期間保存し、また、重要な文書等に
ついては永久保存するものとし、取締役および監査等委員会がいつでも
閲覧することができる状態を維持する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・危機管理に関する規程を策定し、これに基づき当社における主要なリス
ク事項を抽出しリスクの事前防止を図るとともに、リスク発生時の対応
方法等を明確化し損失の軽減に努める。

・危機管理委員会は、平常時において各部門におけるリスク管理を推進す
るとともに、不測の事態が生じた場合は緊急対策本部を設置して損失の
拡大を防止する。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・職務権限規程を策定して、取締役はこれに定めた職務遂行権限および意
思決定ルールにより、個々の職務の執行を行うとともに、各取締役はそ
の執行状況を定期的に取締役会に報告する。

・取締役会は、経営計画を策定し、これを全社員が共有する全社的な目標
として浸透を図る。

・取締役会は、経営計画に基づき、毎期部門ごとの業績目標と予算を設定
する。設備投資・新規事業については、経営計画への貢献度を基準にそ
の優先順位を決定する。

・取締役会は、適宜経営計画実現のための諸施策の進行状況等を、レビュー
する。

・IR体制については当社の職務執行において重要な業務であるとの位置
づけの下、当社の企業理念と経営計画の達成状況につき、投資家その
他ステークホルダーの理解を得るために、社内にコーポレートコミュ
ニケーション課を設置して適時情報開示を行うとともにIR説明会を実
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施する。代表取締役は率先して会社のIRに努める。
⑤当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における
業務の適正を確保するための体制
・当社および当社の子会社・関連会社（以下、グループ各社という）にお
ける内部統制の一体的構築を目指して、当社にグループ各社の内部統制
を担当する部門としてグループ政策部を位置づける。

・グループ政策部は、子会社管理規程を策定して、これに基づきグループ
各社における業務の適正を確保するとともに経営を管理・指導する。

・グループ監査室は、グループ政策部と連携の下、内部監査を行い、両者
は必要に応じてその結果をコンプライアンス委員会、取締役会および監
査等委員会に報告する。

・グループ監査室は、当社およびグループ各社における内部統制システム
の構築を推進する。また、その状況を監査し、改善へ向けた提言を行う
とともに、その結果を定期的に代表取締役に報告する。

⑥監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
・監査等委員会の職務を補助する組織を監査等委員会室とする。
・監査等委員会室には、会計・法律知識を習得した人材を配置する。
・監査等委員会は、専任の従業員の配置を要請することができる。

⑦監査等委員会を補助する使用人の取締役（監査等委員である取締役を除
く。）からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す
る事項
・監査等委員会の要請がある場合には、監査等委員会室に専任の従業員を
配置するものとし、当該使用人は監査等委員会の指示に従って、その監
査職務を補助する。

・監査等委員会室の使用人の人事異動については、監査等委員会が事前に
人事担当取締役より報告を受けるとともに、必要がある場合には理由を
付して当該人事異動につき変更を人事担当取締役に申し入れることがで
きるものとする。

・また、当該使用人を懲戒に処する場合には、人事担当取締役はあらかじ
め監査等委員会の承諾を得るものとする。

⑧当社およびグループ各社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）お
よび使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会へ
の報告に関する体制
・取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、法定の事項に加えて、
監査等委員会と協議の上、監査等委員会に報告すべき事項を定める規程
を制定し、これに従い取締役（監査等委員である取締役を除く。）およ
び使用人は監査等委員会に報告する。

・この規程に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は監査
等委員会に対して以下に定める事項を経営会議、コンプライアンス委員
会・危機管理委員会・サステナビリティ委員会その他重要な会議への常
勤監査等委員の出席を通じて報告する。
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a）経営会議で審議された事項
b）会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
c）毎月の経営状況として重要な事項
d）内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
e）コンプライアンス上重要な事項
f）グループ各社におけるa）〜 e）に関する事項
g）その他必要な事項

・常勤監査等委員は、前項の内容を毎月１回監査等委員会で全監査等委員
に報告する。

・重要かつ緊急性が高い事項については、適時に代表取締役より直接監査
等委員会に対して報告する。

・グループ各社の取締役および使用人は、当社グループに著しい損害を及
ぼすおそれのある事項その他事業運営上の重要事項を適時に監査等委員
会に報告する。

⑨上記⑧の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制
・監査等委員会又は監査等委員に報告を行った者が、当該報告をしたこと
を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。

⑩監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に
関する事項
・監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等
の請求をしたときは、監査等委員会の職務執行に必要でないと認められ
た場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

⑪その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、代表取締役・会計監査人と定期的に意見交換を行う。
・監査等委員会は、内部監査の状況につきグループ監査室より直接にその
状況を聴取する。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記方針に基づき、当社グループの内部統制システムの整備と
その適切な運用に努めております。当事業年度における運用状況の概要は、
以下のとおりです。

①コンプライアンス体制
当社は、当社グループ全体におけるコンプライアンス上の重要な問題を

審議するための常設機関として、コンプライアンス委員会を設置しており
ます。
本委員会は、コンプライアンスの基本方針に基づき、主として、コンプ

ライアンス体制の構築、コンプライアンスの遵守状況の把握、コンプライ
アンス上の問題が発生した場合の再発防止に向けた取組み、啓蒙・教育活
動の推進等を図っております。当事業年度においては本委員会を4回開催
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し、各種法令の遵守体制および情報管理体制の両者についてモニタリング
および強化ならびに各管理部門における主な課題および今後の対応等の報
告を行いました。
なお、内部通報制度については、通報窓口を総務部、人事部、労働組合、

外部弁護士事務所の4箇所に設置することで充実を図っております。また、
内部通報制度については内部通報規程を定め、適切に運用しております。

②リスク管理体制
当社は、当社グループに係る事業活動における損失の危険の管理体制を

構築するという観点から、常設機関として危機管理委員会を設置しており
ます。平常時における安全管理・危機予防活動のより一層の推進を図るべ
く、定期的に開催するとともに、有事の際の対応機関として機能する等、
危機管理体制の確立に向け活動しております。
本委員会は、リスク管理の基本方針に基づき、主として、リスク管理体

制の構築、リスクの抽出および評価、リスク管理状況のモニタリング等に
より、危機管理の推進を図っております。当事業年度においては本委員会
を4回開催し、防災および防犯に係るリスク低減策を策定、実行するとと
もに、万一リスクが発生した場合の被害・損害をできる限り回避・軽減す
るために必要な備えと訓練を継続的に実施していることの確認、食の安全
への対応および情報セキュリティに関わるインシデントへの対応等、主に
個別リスク管理状況のモニタリングを行いました。

③取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
職務権限規程等に基づき、取締役はこれに定めた職務遂行権限および

意思決定ルールにより個々の職務の執行を行うとともに、各取締役はその
執行状況を定期的に取締役会に報告しております。取締役会は、毎月1回
定期的に開催するとともに、必要に応じ臨時に開催しており、各取締役の
職務の執行を監督しております。
また、取締役は、取締役会が決定した経営計画「Global Destination と

なることを目指して」の基本方針に沿った諸施策を実施するとともに、取
締役会に報告し、取締役会はこれをレビューいたしました。
また、当社は、適時・適正かつ積極的な情報開示をより一層促進するた

めにコーポレートコミュニケーション課を設置しております。コーポレー
トコミュニケーション課を通じて、市場・ステークホルダーとの対話、社
会とのコミュニケーションの促進等を重視する経営を図り、経営の透明性
の向上に努めております。

④企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、グループ各社が当社に対し事前承認を求める、又は報告すべき事

項を定めた子会社管理規程を定めております。当該規程に基づき、必要に
応じてグループ各社から当社に対し付議・報告がなされております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化へ向けた内部

統制システムの確立のために、グループ監査室を設置しております。
グループ監査室には内部統制担当を設置し、グループ全体の内部統制シ
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ステムの構築の推進に取り組んでおります。
グループ監査室は、内部統制の専管部署としてコンプライアンス委員

会・危機管理委員会を主体的に司り、より実効性のある内部統制システム
の確立に努めており、企業集団の内部統制システムの運用状況について定
期的に確認し、必要に応じて提言を行っております。なお、監査等委員会
監査、会計監査人監査と緊密な連携を保つことで内部統制機能の実効性の
向上にも努めております。

⑤監査等委員会の監査体制
当社における監査等委員は4名であり、3名が社外監査等委員でありま

す。社外監査等委員は、公正不偏の立場から、適正な業務執行の監視を行
い、経営の健全性を高めております。毎月開催される監査等委員会を通じ
監査意見の交換・形成を図るとともに、常勤監査等委員が経営会議、コン
プライアンス委員会、危機管理委員会およびサステナビリティ委員会等の
重要会議に出席する等、監査機能の充実に努めております。さらに、監査
等委員会は、代表取締役、会計監査人、グループ監査室と定期的に意見交
換を行う等、監査機能の実効性の向上に努めております。

（3）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、利益配分に関しましては配当政策を重要政策のひとつとして位置

づけており、着実に収益を確保できる経営体質の基盤強化に努めることで、
安定的な配当を行うことを基本方針といたしております。そのため当社は経
営計画に基づく諸施策を着実に実行し、事業の成長と経営基盤の強化に努め
るとともに、変化する経営環境や収益状況を総合的に勘案しながら、株主の
皆様への利益還元に努めてまいります。

（4）株式会社の支配に関する基本方針
①基本方針の内容

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企
業価値の源泉を理解し、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を中長
期的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えて
います。
当社は、当社の支配権の獲得・移転を伴う買収提案がなされた場合、そ

の判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えてお
ります。また、当社は、株式の大量取得行為であっても、当社の企業価
値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するもので
はありません。しかし、株式の大量取得行為の中には、その目的等から見
て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に
株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株
主が株式の大量取得行為の内容等について検討し、あるいは対象会社の取
締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対
象会社に買収者との十分な交渉機会を提供しないもの等、対象会社の企業
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価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取

得行為を行う者は、当社の財務および事業の方針を決定する者として不適
切であり、（ⅰ）当社株式の大量取得行為が、当社の企業価値・株主共同の
利益に与える脅威の存否を判断し、当社株式の大量取得行為に応じるべき
か否かを株主の皆様が判断するために必要な情報・時間を確保し、（ⅱ）当
社取締役会が代替案を提供するために必要な情報・時間を確保し、また、
（ⅲ）当社取締役会が株主およびステークホルダーの利益を確保するために
行う大量取得行為を行う者との交渉を可能とすること等、当社の企業価
値・株主共同の利益に資さない大量取得行為を抑止するための合理的な枠
組みが必要であると考えます。

②具体的な取組み
�　会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実
現に資する特別な取組み
当社は、当社の企業価値の源泉である「消費価値・文化価値を提供する

ノウハウ」を伸張させ、当社の企業価値・株主共同の利益を維持・向上
させるため、2025年4月14日開催の当社取締役会において、経営計画
「Global Destination となることを目指して」（以下「本計画」といいま
す。）を策定いたしました。
本計画においては、従来の3年ごとの中期経営計画を廃止し、2050年

度までの長期的な視野で変化の激しい時代に対応しながら、単年度での目
標を着実に達成し、成長を目指してまいります。
2050年度までのメルクマールとして、2030年度までに二段階のフェー

ズを設定しております。2025年度から2027年度の第1フェーズでは、
「matsuyaginza.com」との連携を強化しオムニチャネル戦略を推進いた
します。これにより、国内外の顧客に対しより高い利便性と感動体験を提
供することを目指してまいります。同時に、店舗・システム・不動産・人
材への投資を実行し事業基盤の強化を図ってまいります。2028年度から
2030年度の第2フェーズでは、第1フェーズで構築した基盤をもとに、
それまでの投資効果を最大化し、持続的な成長を目指してまいります。
当社は、銀座・浅草に密着した都市型百貨店、東京の地方百貨店として、

唯一無二の社会的な価値を創造しながら、経済的価値を同時に追求してい
く企業となることを目指し、目標の達成に取り組んでまいります。
上記の諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利益向上を

図ってまいります。
また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・

ガバナンスの強化に取り組んでおります。この一環として2022年5月に
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と
意思決定のさらなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取
締役（取締役会の3分の1以上を独立社外取締役）で構成することにより、
経営に対する監督機能のさらなる強化を図っております。また、取締役の
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指名や報酬については、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当
該委員会の委員長を独立社外取締役とし、その構成メンバーの過半数を独
立社外取締役とすることで、客観性、公正性を高めております。
社内においても、コンプライアンス委員会、危機管理委員会、グループ

監査室等の各組織を設置し、内部統制機能・監査機能を強化しておりま
す。また、当社は、業務執行の一部を執行役員に委任する執行役員制度を
導入し、取締役の任期を1年とする等経営陣の責任の所在の明確化、経営
の効率化を図っております。
当社は、今後もコーポレート・ガバナンスの充実に努め、企業価値・株

主共同の利益の最大化を追求してまいります。
�　基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務および事業の方針の

決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2025年5月29日開催の定時株主総会において、当社定款に

基づき、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の導
入（更新）に係る基本方針（以下「本買収防衛策基本方針」といいます。）
の内容を決定するための議案のご承認をいただき、同日開催の当社取締役
会において、本買収防衛策基本方針に基づく具体的な対応策（以下「本プ
ラン」といいます。）を決定いたしました。
a）本プランの目的

本プランは、当社株式に対する大量取得行為が行われる際に、株主
の皆様がかかる大量取得行為に応じるべきか否かを判断するため、あ
るいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情
報・時間を確保し、また、当社取締役会が株主およびステークホルダー
の利益を確保するために交渉を行うこと等を可能とするものであり、
当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止し、当社の
企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としており
ます。

b）本プランの適用対象
本プランは、（ⅰ）当社が発行者である株券等について、保有者の株

券等保有割合が20％以上となる買付その他の取得、（ⅱ）当社が発行者
である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合および
その特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、
もしくはこれらに類似する行為又はその提案（以下「買付等」と総称
します。）がなされる場合を対象とします。

c）本プランの定める手続き
当社の株券等について買付等を行う買付者等には、買付等の内容の

検討に必要な情報および当該買付者等が買付等に際して本プランに定
める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した買付説明書を提出して
いただきます。その後、買付者等から提出された情報、当社取締役会
からの意見や根拠資料、当該買付等に対する代替案（もしあれば）等が、
経営陣から独立した者のみから構成される特別委員会（現在は独立社
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外取締役により構成されます。）に提供され、検討されます。特別委員
会は、必要に応じて外部専門家の助言を独自に得たうえ、買付等の内
容の検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、
株主に対する情報開示等を行います。
特別委員会は、買付者等による買付等が下記の本新株予約権無償割

当ての要件記載の要件のうち、（ⅰ）又は（ⅱ）（あ）もしくは（い）のいず
れかに該当し、かつ、必要性・相当性の観点から本新株予約権の無償
割当ての実施が是認されると判断した場合には、当社取締役会に対し
て、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。当社取
締役会は、この勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償割当ての実
施又は不実施等を決定します。また、特別委員会は、買付等について
下記の本新株予約権無償割当ての要件記載の要件のうち、（ⅱ）（う）又
は（え）の該当可能性があると判断した場合には、本新株予約権の無償
割当ての実施に関してあらかじめ株主意思の確認を得るべき旨の勧告
を行います。（ⅱ）（あ）もしくは（い）のいずれかに該当すると判断した
場合においても、本新株予約権の無償割当ての実施に関してあらかじ
め株主意思の確認を得るべき旨の勧告を行うことができるものとしま
す。特別委員会の勧告を受けた当社取締役会は、株主意思確認総会を
招集し、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施に関する株主の
皆様の意思を確認することとしており、株主意思確認総会を開催する
場合、当社取締役会は当該株主意思確認総会の決議に従います。
本新株予約権の無償割当てを実施する場合、当社取締役会は、別途

定める割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外
の株主に対し、その保有する当社普通株式1株につき本新株予約権1
個の割合で、本新株予約権を無償で割り当てます。

d）本新株予約権の内容
本新株予約権は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額

を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が定める金額を払い込むこ
とにより、当社株式1株を取得することができるものですが、買付者
等は、原則として本新株予約権を行使できないという差別的行使条件
が付されています。また、本新株予約権には、当社が買付者等以外の
者から当社株式と引換えに本新株予約権を取得することができる旨の
取得条項が付されており、当社がかかる条項に基づく取得をする場合、
本新株予約権1個と引換えに原則として当社株式1株が交付されます。

e）本新株予約権無償割当ての要件
本プランの発動として本新株予約権の無償割当てを実施するための

要件は、（ⅰ）買付者が本プランに定める手続を遵守しない場合、ならび
に、（ⅱ）（あ）株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値
で買取りを要求する行為等により、当社の企業価値・株主共同の利益
を著しく侵害するおそれのある買付等である場合、（い）強圧的二段階
買付等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である
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場合、（う）買付等の経済的条件（対価の価額・種類、買付等の時期、
支払方法等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当
な買付等である場合、および、（え）買付者等の提案の内容（買付等の
経済的条件のほか、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性、従
業員、取引先、顧客等の当社に係る利害関係者に対する対応方針等を
含みます。）が、「消費価値・文化価値を提供するノウハウ」に具現化
される当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な企業価値の源泉を
破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益に重大な悪影響を与える買
付等である場合のいずれかに該当することです。

 f）本プランの有効期間・本プランの廃止・変更等
本プランの有効期間は2025年5月29日開催の当社定時株主総会終

結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までです。ただし、かかる有効期間の満了前であって
も、当社株主総会において本買収防衛策基本方針を変更又は廃止する
旨の決議が行われた場合には、本プランは、速やかに変更後の本買収
防衛策基本方針に従うよう変更され又は廃止されることとなります。
また、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場
合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。

g）株主および投資家の皆様への影響
本プランの導入（更新）時点においては、本新株予約権の無償割当

ては行われませんので、株主の皆様に直接具体的な影響が生じること
はありません。
本プランが発動され、本新株予約権無償割当てが実施された場合、

株主の皆様が本新株予約権行使の手続を行わないとその保有する株式
が希釈化される場合があります（ただし、当社が当社株式を対価とし
て本新株予約権の取得を行った場合、株式の希釈化は生じません。）。
本プランの詳細については、以下の当社ウェブサイトに掲載しており
ます2025年4月14日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行
為に関する対応策（買収への対応方針）の導入（更新）に係る基本方
針の株主総会への付議について」をご参照ください。
（当社ウェブサイト　https://www.matsuya.com/corp/ir/news/）

�　具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
上記�に記載した基本方針の実現に資する特別な取組みは、いずれも当

社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上に資する具体的方策であり、
まさに当社の基本方針に沿うとともに、当社の企業価値・株主共同の利益
に資するものであり、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも
のではありません。
また、本プランは、上記�に記載のとおり、企業価値・株主共同の利益

を確保・向上させる目的をもって導入されたものであり、基本方針に沿う
ものです。特に、本プランは、一定の場合に株主意思確認総会を開催し株
主の皆様の意思を確認することとしている等、株主意思を重視するもので
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あること、その内容として合理的な客観的な発動要件が設定されているこ
と、独立性の高い社外者によって構成される特別委員会が設置されており、
本プランの発動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされ
ていること、特別委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を得ることが
できるとされていること、有効期間が3年間と定められたうえ、株主総会
又は取締役会によりいつでも廃止できるとされていること等により、その
公正性・客観性が担保されており、高度の合理性を有し、企業価値ひいて
は株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を
目的とするものではありません。
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　連結株主資本等変動計算書　
（自　2025年3月　1　日
至　2026年2月28日）  　　　　　　（単位　百万円）
株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 　 　 計

当 期 首 残 高 7,132 5,411 11,620 △ 298 23,866

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 796 △ 796

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,192 2,192

自己株式の取得 △ 3,999 △ 3,999
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 59 △ 11 48
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 − 59 1,395 △ 4,010 △ 2,555

当 期 末 残 高 7,132 5,470 13,016 △ 4,308 21,311

その他の包括利益累計額 非支配株主
持 分

純 資 産
合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 4,203 192 4,396 937 29,200

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 796

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,192

自己株式の取得 △ 3,999
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 48
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 861 68 930 △ 96 833

当 期 変 動 額 合 計 861 68 930 △ 96 △ 1,721

当 期 末 残 高 5,064 261 5,326 841 27,478
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連　結　注　記　表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
1．連結の範囲に関する事項
連結子会社数９社
㈱アターブル松屋、㈱シービーケー、㈱東栄商会、㈱スキャンデックス、
㈱松屋友の会、㈱エムジー商品試験センター、㈱銀座インズ、㈱銀座五丁目
管財、㈱MATSUYA GINZA.com

2．持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数2社
㈱ギンザコア、㈱ライツ・アンド・ブランズ

3．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社である㈱アターブル松屋の決算日は12月31日であるため、連

結計算書類の作成にあたっては同日現在の計算書類を使用しております。
また、㈱銀座インズの決算日は3月31日であるため、連結計算書類の作成

にあたっては12月31日を仮決算日とする計算書類を使用しております。
また、㈱銀座五丁目管財の決算日は4月30日であるため、連結計算書類の

作成にあたっては1月31日を仮決算日とする計算書類を使用しております。
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。
4．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの‥‥�時価法（�評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却
原価は移動平均法により
算定）

市場価格のない株式等‥‥‥‥‥‥‥移動平均法による原価法
②棚卸資産
親会社は売価還元原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、連結

子会社は個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、移
動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）又は最終
仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
親　会　社‥‥定額法



− 14 −

連結子会社‥‥定率法（�ただし、1998年４月１日以降に取得した建物及
び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
は定額法）

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）

に基づく定額法
③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③商品券等回収損失引当金
一定期間経過後に収益計上した未回収の商品券等について、将来回収さ

れた場合に発生する損失に備えるため、合理的に見積った回収見込額を計
上しております。

④環境対策引当金
環境対策に伴う将来の支出に備えるため、将来発生すると見込まれる損

失額を計上しております。
⑤店舗閉鎖損失引当金
店舗閉鎖に伴う将来の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる額

を計上しております。
⑥株式給付引当金
役員への株式交付に伴う将来の支出に備えるため、今後発生すると見込

まれる額を計上しております。
（4）重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30
号　2020年3月31日）を適用しております。
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における

主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識す
る通常の時点）は以下のとおりであります。
①百貨店業
百貨店業においては、衣料品、家具、雑貨、食料品等の販売等を行って

おります。これらの取引は、顧客への財の引き渡し又はサービスの提供が
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完了した時点で収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、当社
グループが代理人として関与したと判定される取引については顧客から受
け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認
識しております。
また、販売促進のためのポイント制度を提供しており、会員の購入金額

に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスの
提供を行っております。付与ポイントを履行義務と識別して契約負債を認
識し、履行義務が消滅する利用・失効時に収益を認識しております。
また、発行した自社商品券を履行義務と識別して契約負債を認識し、履

行義務が消滅する当該自社商品券の使用時に収益を認識しております。さ
らに、当該自社商品券の未使用部分について、使用見込分の回収率に応じ
て比例的に収益を認識しております。

②飲食業
飲食業においては、飲食業及び結婚式場の経営等を行っております。こ

れらの取引は、顧客への財の引き渡し又はサービスの提供が完了した時点
で収益を認識しております。

③ビル総合サービス及び広告業
ビル総合サービス及び広告業においては、㈱松屋等の警備、清掃、設備

保守・工事、建築内装工事、装飾、宣伝広告業等を行っております。これ
らの取引は、顧客への財の引き渡し又はサービスの提供が完了した時点で
収益を認識しております。
また、工事契約のうち、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に

一定の期間にわたり移転する場合には、当該財又はサービスを顧客に移転
する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方
法を採用しております。

（5）退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当
連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末まで

の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の会計処理方法
数理計算上の差異は、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（主として15年）による定額法により、発生の翌連結会計年度
から費用処理しております。
なお、一部の連結子会社については簡便法を採用しております。
未認識数理計算上の差異については、純資産の部におけるその他の包括

利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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（6）のれんに関する事項
のれんの償却については、その効果が発現すると見積られる期間で均等償

却しております。

（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号  
2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年
度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、
2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月
28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-2項（2）ただし書きに定
める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計
算書類への影響はありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
1．固定資産の減損
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

減損損失	 1,014	百万円
有形固定資産	 35,318
無形固定資産	 10,093

（2）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、事業用資産等を有しており、原則としてキャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピン
グしておりますが、一部の資産においては、会社を基本単位としてグルーピ
ングしております。業績が事業計画を下回って推移していることから、今後
の計画を見直した結果、当初想定されていた収益が見込めなくなった資産グ
ループ等について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計
上しております。回収可能価額の算定にあたっては、連結会計年度末時点で
入手可能な情報や資料に基づき判断しております。

（3）翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当社グループが保有する事業用資産等は、会社の営業損益が悪化したこと

等に伴い、減損損失を計上する必要が生じた場合には、当社グループの財政
状態及び経営成績に重要な影響を与える可能性があります。

2．繰延税金資産の回収可能性
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産（繰延税金負債と相殺前の金額）　　652百万円
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（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
当社グループは、将来の利益計画に基づいた課税所得を合理的に見積り、回

収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上し
ております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存し
ており、当該見積りは、過年度の実績を踏まえ、今後の国内消費動向の予測、
インバウンド需要の見通し等の主要な仮定を含んで見積られています。その
ため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合には、翌連結
会計年度において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があり
ます。

（連結貸借対照表に関する注記）
1．担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産
建物及び構築物	 1,720	百万円
土　　　　　地	 7,275
合　　　　　計	 8,996

担保に係る債務
短 期 借 入 金	 9,831	百万円
長 期 借 入 金	 11,245
合　　　　　計	 21,077

2．有形固定資産の減価償却累計額
減価償却累計額	 34,548	百万円

（連結損益計算書に関する注記）
1．再開発関連費用引当金戻入額

再開発に伴う支出が想定よりも下回ったため、再開発関連費用引当金を取
り崩し、再開発関連費用引当金戻入額として計上しております。

2．店舗閉鎖損失引当金戻入額
店舗閉鎖損失に伴う事業計画を見直した結果、想定よりも下回る見込みとな

ったため、店舗閉鎖損失引当金を一部取り崩し、店舗閉鎖損失引当金戻入額と
して計上しております。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1．当連結会計年度末の発行済株式及び自己株式の種類及び総数

発行済株式
普通株式	 53,289,640	株

自己株式
普通株式	 2,549,372	株

　変動事由の概要
　　主な内訳は、以下の通りであります。
　取締役会決議による自己株式の取得による増加　　2,303,300株

2．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決　議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年4月14日
取締役会 普通株式 利益剰余金 476 9.0 2025年2月28日 2025年5月14日

2025年10月9日
取締役会 普通株式 利益剰余金 317 6.0 2025年8月31日 2025年11月17日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結
会計年度となるもの

決　議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2026年4月14日
取締役会 普通株式 利益剰余金 304 6.0 2026年2月28日 2026年5月13日
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（金融商品に関する注記）
1．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金
融機関からの借入により資金調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、売掛管理規定等に沿って

リスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、
上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。なお、デリバティ

ブは社内管理規程に従い、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針をと
っております。

2．金融商品の時価等に関する事項
2026年2月28日における連結貸借対照表計上額、時価及び差額については、

次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められ
るものは、次表には含めておりません（（注）2をご参照ください）。

（単位　百万円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

（1）�投資有価証券　　　
その他有価証券 8,968 8,968 −

（2）長期借入金 12,827 13,108 280

（注）1．�「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」
については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである
ことから、記載を省略しております。

2．�市場価格のない株式等は、「（1）投資有価証券」には含めておりません。当該
金融商品の連結貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

（単位　百万円）
区　　　分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 1,175

3．�一年内返済予定の長期借入金は（2）長期借入金に含めて表示しております。
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3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性

に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：�観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な

市場において形成される当該時価の算定の対象となる資
産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：�観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1
のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用い
て算定した時価

レベル３の時価：�観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算
定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、
それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度(2026年2月28日)　　　　　　　　　　　（単位　百万円）

区　　分
時　　価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券 8,968 − − 8,968

資産計 8,968 − − 8,968
（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度(2026年2月28日)　　　　　　　　　　　（単位　百万円）

区　　分
時　　価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期借入金 − 13,108 − 13,108
負債計 − 13,108 − 13,108

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
（1）投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引
されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

（2）長期借入金
元利金の合計額を同様の新規調達、新規借入を行った場合に想定される利率で
割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。
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（賃貸等不動産に関する注記）
1．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループでは、東京都中央区等において、賃貸用のオフィスビル及び
賃貸用商業施設等を所有しております。

2．賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位　百万円）

連結貸借対照表計上額 連結決算日に
おける時価当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

14,646 58 14,705 16,246

（注）1．�連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であ
ります。

2�．�主な変動
増加額は、対象資産における設備投資等によるものであります。

3�．�時価の算定方法
主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を
用いて調整を行ったものを含む。）であります。

（収益認識に関する注記）
1．収益の分析情報
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収
益の分解情報

（単位　百万円）
報告セグメント

その他
(注)1 合計

百貨店業 飲食業
ビル総合

サービス及び
広告業

計

売上高
顧客との契約か
ら生じる収益
その他の収益
(注)2

36,195 3,473 2,381 42,050 1,280 43,331

1,490 − − 1,490 885 2,375

外部顧客への売上高 37,686 3,473 2,381 43,540 2,165 45,706
セグメント間の内部
売上高又は振替高 55 12 3,175 3,243 1,231 4,475

計 37,741 3,485 5,557 46,784 3,397 50,182
セグメント利益 2,128 39 136 2,304 331 2,635

（注）1．�「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、用
度品・事務用品の納入、キャラクターショップ運営、輸入商品の販売、商品
販売の取次ぎ、商品検査業務、不動産賃貸業等が含まれております。

2�．�その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号
2007年3月30日）の範囲に含まれる不動産賃貸収入等であります。
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2．収益を理解するための基礎となる情報
「会計方針に関する事項」の（4）重要な収益及び費用の計上基準に同一の
内容を記載しているため、注記を省略しております。

3．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等
当連結会計年度において、当社グループにおける顧客との契約から計上

された契約負債は以下のとおりであります。
当連結会計年度（2026年2月28日）
　契約負債（期首残高）　　　2,916百万円
　契約負債（期末残高）　　　2,951百万円
契約負債は主に、当社が付与したポイント及び発行した商品券のうち、

期末時点において履行義務を充足していない残高であります。
当連結会計年度に認識された収益のうち、当連結会計年度の期首の契約

負債に含まれていた金額は1,085百万円であります。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社における契約負債の主なものは、㈱松屋友の会のお

買物カードに関するものであります。
なお、当初に予想される契約期間が１年以内の取引については、実務上

の便法を適用し、注記の対象に含めておりません。

（１株当たり情報に関する注記）
1．１株当たり純資産額	 524円98銭
2．１株当たり当期純利益	 41円94銭

（企業結合に関する注記）
共通支配下の取引等
（子会社株式（株式会社銀座インズ）の追加取得）
　当社は、連結子会社である株式会社銀座インズの株式を追加取得いたしました。
1．企業結合の概要
（1）結合当事企業の名称及び事業の内容
①結合当事企業の名称：株式会社銀座インズ
②事業の内容　　　　：不動産賃貸業

（2）企業結合日
2025年6月30日（みなし取得日）

（3）企業結合の法的形式
非支配株主からの株式取得

（4）結合後企業の名称
変更ありません。
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（5）その他取引の概要に関する事項
　追加取得した株式の議決権比率は8.67％であります。当該追加取得は、結
合当事企業のガバナンス強化を推進するとともに、同社の競争力強化、シナ
ジー創出を図り、当社グループの経営効率化及び成長の実現を目指すために
行ったものであります。

2．実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）
及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会
計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引等
のうち、非支配株主との取引として処理しております。

3．子会社株式を追加取得した場合に掲げる事項
　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
　取得の対価　　現金　　　　　　　　90百万円
　取得原価　　　　　　　　　　　　　90百万円

4．非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
（1）資本剰余金の主な変動要因
子会社株式の追加取得

（2）非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額
92百万円

（子会社株式（株式会社アターブル松屋）の追加取得）
　当社は、連結子会社である株式会社アターブル松屋の株式を追加取得し、完全
子会社といたしました。
1．企業結合の概要
（1）結合当事企業の名称及び事業の内容
①結合当事企業の名称：株式会社アターブル松屋
②事業の内容　　　　：飲食業

（2）企業結合日
2026年1月31日（みなし取得日）

（3）企業結合の法的形式
非支配株主からの株式取得

（4）結合後企業の名称
変更ありません。

（5）その他取引の概要に関する事項
　非支配株主が保有する全株式を取得し、同社を当社の完全子会社とし、こ
れにより、意思決定の迅速化と当社グループ全体の経営効率の向上を図るも
のであります。
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2．実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）
及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会
計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引等
のうち、非支配株主との取引として処理しています。

3．子会社株式を追加取得した場合に掲げる事項
　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
　取得の対価　　現金　　　　　　　　33百万円
　取得原価　　　　　　　　　　　　　33百万円

4．非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
（1）資本剰余金の主な変動要因
子会社株式の追加取得

（2）非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額
28百万円

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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　株主資本等変動計算書　
（自　2025年3月　1　日
至　2026年2月28日）  　　　　　　（単位　百万円）

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資　本　金
資　　本　　剰　　余　　金

資本準備金 その他資本
剰　余　金

資本剰余金
合 　 　 計

当 期 首 残 高 7,132 3,660 1,907 5,568
当 期 変 動 額
税率変更に伴う固定資産
圧 縮 積 立 金 の 変 動 額
固定資産圧縮積立金の取崩
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 − − − −
当 期 末 残 高 7,132 3,660 1,907 5,568

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
利　 益　 剰　 余　 金

自己株式 株主資本
合 計

その他利益剰余金 利益剰余金
合　　　計固 定 資 産

圧縮積立金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,076 7,810 9,886 △ 232 22,354
当 期 変 動 額
税率変更に伴う固定資産
圧 縮 積 立 金 の 変 動 額 △ 26 26 − −

固定資産圧縮積立金の取崩 △ 7 7 − −
剰 余 金 の 配 当 △ 796 △ 796 △ 796
当 期 純 利 益 1,285 1,285 1,285
自 己 株 式 の 取 得 △ 3,999 △ 3,999
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 △ 34 522 488 △ 3,999 △ 3,511
当 期 末 残 高 2,041 8,333 10,374 △ 4,232 18,842

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 3,991 3,991 26,346
当 期 変 動 額
税率変更に伴う固定資産
圧 縮 積 立 金 の 変 動 額 −

固定資産圧縮積立金の取崩 −
剰 余 金 の 配 当 △ 796
当 期 純 利 益 1,285
自 己 株 式 の 取 得 △ 3,999
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（ 純 額 ） 543 543 543

当 期 変 動 額 合 計 543 543 △ 2,967
当 期 末 残 高 4,535 4,535 23,378
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個　別　注　記　表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式‥‥移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの‥‥�時価法（�評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却
原価は移動平均法により
算定）

市場価格のない株式等‥‥‥‥‥‥‥移動平均法による原価法
（2）棚卸資産

商品‥‥‥‥‥売価還元原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
貯蔵品‥‥‥‥最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

2．固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。

3．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

（3）商品券等回収損失引当金
一定期間経過後に収益計上した未回収の商品券等について、将来回収され

た場合に発生する損失に備えるため、合理的に見積った回収見込額を計上し
ております。

（4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計
上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期

間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異
数理計算上の差異は、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
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一定の年数（主として15年）による定額法により、発生の翌事業年度から
費用処理しております。

（5）環境対策引当金
環境対策に伴う将来の支出に備えるため、将来発生すると見込まれる損失

額を計上しております。
（6）株式給付引当金

役員への株式交付に伴う将来の支出に備えるため、今後発生すると見込ま
れる額を計上しております。

4．重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）及
び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　
2020年3月31日）を適用しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義
務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）
は以下のとおりであります。
当社においては、衣料品、家具、雑貨、食料品等の販売等を行っております。
これらの取引は、顧客への財の引き渡し又はサービスの提供が完了した時点で
収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、当社が代理人として関与
したと判定される取引については顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対
する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
また、販売促進のためのポイント制度を提供しており、会員の購入金額に応
じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスの提供を行
っております。付与ポイントを履行義務と識別して契約負債を認識し、履行義
務が消滅する利用・失効時に収益を認識しております。
また、発行した自社商品券を履行義務と識別して契約負債を認識し、履行義
務が消滅する当該自社商品券の使用時に収益を認識しております。さらに、当
該自社商品券の未使用部分について、使用見込分の回収率に応じて比例的に収
益を認識しております。

（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「連結注記表（会計方針の変更に関する注記）」に記載した内容と同一でありま
す。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）
1．固定資産の減損
（1）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表（重要な会計上の見積りに関する注記）」に記載した内容と同
一であります。

（2）翌事業年度の計算書類に与える影響
「連結注記表（重要な会計上の見積りに関する注記）」に記載した内容と同
一であります。

2．繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産（繰延税金負債と相殺前の金額）　　437百万円
（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
「連結注記表（重要な会計上の見積りに関する注記）」に記載した内容と同
一であります。

3．関係会社貸付金の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度末において、当社の連結子会社に対する関係会社長期貸付金
4,533百万円について、貸倒引当金3,531百万円を計上しております。

（2）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社貸付金については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を貸倒引当金として計上しております。
なお、市場環境の変更等により、その見積りの前提とした条件や仮定に変

更が生じ、事業計画の見直しが必要となった場合、翌事業年度の計算書類に
重要な影響を与える可能性があります。
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（貸借対照表に関する注記）
1．担保に供している資産及び担保に係る債務		

担保に供している資産
建　　　　　物	 1,720	百万円
土　　　　　地	 7,275
合　　　　　計	 8,996

担保に係る債務
短　期　借　入　金	 8,250	百万円
一年内返済予定の長期借入金	 1,581
長　期　借　入　金	 11,245
合　　　　　計	 21,077

2．有形固定資産の減価償却累計額
減価償却累計額	 33,847	百万円

3．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分掲記したものを除く）
短　期　金　銭　債　権	 5	百万円
長　期　金　銭　債　権	 504
短　期　金　銭　債　務	 7,611
長　期　金　銭　債　務	 10

（損益計算書に関する注記）
1．関係会社との取引高

売　　上　　高	 17	百万円
仕入高、販売費及び一般管理費	 3,325
営業取引以外の取引高	 297

2．再開発関連費用引当金戻入額
再開発に伴う支出が想定よりも下回ったため、再開発関連費用引当金を取

り崩し、再開発関連費用引当金戻入額として計上しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式	 2,466,435	株
　変動事由の概要
　　内訳は、以下の通りであります。

取締役会決議による自己株式の取得による増加	 2,303,300	株
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（税効果に関する注記）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
投資有価証券評価損	 22	百万円
賞与引当金	 46
長期未払金	 21
減損損失	 12
未払賞与	 136
商品券等回収損失引当金	 134
貸倒引当金繰入限度超過額	 1,130
関係会社株式評価損	 234
資産除去債務	 178
その他	 187
繰延税金資産小計	 2,105
評価性引当額	 △ 1,667
繰延税金資産合計	 437

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	 △ 1,562	百万円
固定資産圧縮積立金	 △ 938
その他	 △ 32
繰延税金負債合計	 △ 2,533
繰延税金負債の純額	 △ 2,096

2．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
令和７年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第
13号）が公布され、令和8年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が
変更されました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用された法定実効税
率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。

令和9年2月28日まで	 30.6%
令和9年3月1日以降	 31.5%

この税率の変更により、繰延税金負債（繰延税金資産の額を控除した金額）が
63百万円、法人税等調整額が26百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価
差額金が36百万円減少しております。
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（関連当事者との取引に関する注記）
1．子会社及び関連会社等

属性 会 社 等
の 名 称

議決権等の所有
（被所有）割合（%）

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科　目 期末残高
（百万円）

子会社 ㈱アターブル
松屋

直接
間接

100.0
− 役員の兼任

資金の貸付 50 関 係 会 社
長期貸付金 1,543

貸付金利息 −

子会社 ㈱松屋友の会 直接間接
100.0
− 役員の兼任

資金の借入 2
（純額）関 係 会 社

短期借入金 2,310
支 払 利 息 69

子会社 ㈱銀座インズ 直接間接
59.7
− 役員の兼任

資金の借入 300 関 係 会 社
短期借入金 1,640

支 払 利 息 11

子会社 ㈱銀座五丁目
管財

直接
間接

100.0
− 役員の兼任

資金の借入 − 関 係 会 社
短期借入金 2,680

支 払 利 息 21

子会社 ㈱MATSUYA 
GINZA.com

直接
間接

100.0
− 役員の兼任

資金の貸付 900 関 係 会 社
長期貸付金 2,990

貸付金利息 35
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1．�㈱アターブル松屋に対する資金の貸付については、無利子としておりま

す。なお、同社への債権に対し974百万円の貸倒引当金を計上しており
ます。

2．�㈱松屋友の会、㈱銀座インズ及び㈱銀座五丁目管財からの資金の借入に
ついては、市場金利等を勘案して合理的に条件を決定しております。

3．�㈱MATSUYA GINZA.comに対する資金の貸付については、市場金利
等を勘案して合理的に条件を決定しております。
なお、同社への債権に対し、2,556百万円の貸倒引当金を計上しており
ます。

（収益認識に関する注記）
　「連結注記表（収益認識に関する注記）」に記載した内容と同一であります。

（１株当たり情報に関する注記）
1．１株当たり純資産額	 460円00銭
2．１株当たり当期純利益	 24円55銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
2026 年 4 月 15 日

株 式 会 社  松　　屋
　取　締　役　会　御中

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
東京事務所
指定有限責任社員
業　務　執　行　社　員　公認会計士　小松亮一
指定有限責任社員
業　務　執　行　社　員　公認会計士　上原啓輔

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社松屋の2025年
3月1日から2026年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、株式会社松屋及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ
の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま
れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う
ことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると
判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算
書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が
ある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類
に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適
用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・�　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・�　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日まで
に入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・�　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含め
た連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・�　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報
に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画
し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関し
て責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監
査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考え
られる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。

以　上



− 34 −

会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
2026 年 4 月 15 日

株 式 会 社  松　　屋
　取　締　役　会　御中

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
東京事務所
指定有限責任社員
業　務　執　行　社　員　公認会計士　小松亮一
指定有限責任社員
業　務　執　行　社　員　公認会計士　上原啓輔

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社松屋の
2025年3月1日から2026年2月28日までの第157期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査に
おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、そ
の他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ
ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通
読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると
判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。



− 35 −

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に
不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適
用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・�　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査
手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・�　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
・�　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた
計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監
査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考え
られる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告書謄本

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2025年3月1日から2026年2月28日までの第157期事業
年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について
以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項
に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、下記の方法で監査を実施いたしました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務
の分担等に従い、会社の内部監査部門等と連携の上、重要な会議に出席し、
取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子
会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び
同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏ま
え、その内容について検討を加えました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂
行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算
書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ
の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく
示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重
大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務
の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の
在り方に関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されてい
る会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったも
のであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社
役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

2026 年 4 月 16 日
株式会社　松 　屋　監査等委員会

常勤監査等委員　柳　澤　昌　之㊞
監査等委員　古　屋　勝　正㊞
監査等委員　中　村　隆　夫㊞
監査等委員　吉　田　正　子㊞

（注）�監査等委員古屋勝正、中村隆夫、吉田正子は、会社法第２条第15号及び第
331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上


